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-教育委員会会議規則（第１８条関係） 

会  議  録 

文 書 分 類  保存期間 ○永、10、5、3、1年   

会 議 の 名 称 第２回 教育委員会定例会 

 

開  催  日  時 

平成３０年２月９日（金）      

午前・午後   ２時３０分開会 

午前・午後   ４時５０分閉会 

開  催  場  所 真壁庁舎 ３階 ３３５０会議室 

出    席    者 

（委員出席者氏名） 

委員長 古橋 矩子、委 員 秋山 敏男 

委 員 小林 源洋、委 員 大島  均    

教育長 梅井 隆男 

（説明の出席者職・氏名） 

教育部長 宮山 孝夫、 

次長兼学校教育課長 神野 広幸 

教育指導課長 田嶋 貴子、生涯学習課長 酒寄 久 

スポーツ振興課長 仁平 博章 

まかべ幼稚園長 金井田 伸子 

学校給食センター所長 池田 繁子 

南学校給食センター所長 永田 茂 

（欠席者氏名） 

 

議事録署名人の選任 小林 源洋 委員 

会  議  内  容 別紙のとおり 

会  議  資  料 
別紙のとおり 

第２回教育委員会定例会 

会議録作成方針 要点記録 

その他必要事項 
 

情報の公開の可否 
○可・否 

不開示理由（部分開示を含む） 
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会  議  内  容  （審議内容・審議経過・結論等） 

神野次長兼学校

教育課長 

 

 

 

神野次長兼学校

教育課長 

 

 

古橋委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古橋委員長 

 

資料の確認 

 

 午後２時３０分開会を宣する。 

 

【１．開  会】 

 只今より、平成３０年第２回桜川市教育委員会定例会を、開

会いたします。はじめに、委員長よりご挨拶をお願いします。 

 

【２．教育委員長あいさつ】 

みなさん、こんにちは。先日桃山中と桜川中の「立志の集い」

を、見せていただいたんですけれども、アイデアをそれぞれに

盛り込んで、生き生きと、成りたい自分などについて、表現し

ていたのが、印象深かったのと同時に、保護者の皆さんも、お

出でになっていて、子ども達は、元気いっぱいで、エネルギッ

シュだったのに対して、保護者の皆さんは、考え深い思いがあ

る様子で、子ども達の姿と、保護者の皆さんの姿では、対照的

だなぁと思いながら、感動的な思いで、見せていただきました。 

もう一つなんですけれども、適正配置についての、意見交換

会というのが、何ヶ所かで有りましたけれども、保護者の代表

の方が、胸にいろんな思いを抱えながら、何人かの方々が、思

い口を開いているというのが、印象深かったなぁというふうに

思いました。２９年度版という事で、平成４５年度入学生まで

の、人数の推移表が出ましたでしょう。あれを見た感じでは、

後１５年先は、１５４人くらいしか、小学校に上がらないとす

ると、その子ども達が、中学校に上がる時には、桜川市で、今

ある桃山中に、全部入ってしまうという感じがするんですよ

ね。だから、今、検討委員会を踏まえて、話し合いが進んでい

ると思うんですが、大胆な案も、たたき台の一つとして、盛り

込む必要があるのかなぁと。批判を浴びても、選択肢の一つと

して、具体的な大胆な統合計画案として、出さざるを得ない現

況かなと思いながら、何か複雑な思いで、参加させていただき

ました。 

 

それでは、只今から、平成３０年第２回桜川市教育委員会定

例会を開催いたします。 
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古橋委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古橋委員長 

  

 

 

 

 

梅井教育長 

 

 

 

古橋委員長 

 

 

本日の出席委員さんは５名です。委員全委員出席しておりま 

すので、本委員会は成立いたします。 

 

 本日の会議に提案されている案件は 

議案第 ７号 桜川市立学校給食センター管理規則の一部を改

正する規則（案）について 

議案第 ８号 桜川市学校等給食費徴収規則の一部を改正する   

       規則（案）について 

議案第 ９号 桜川市立学校管理規則の一部を改正する規則

（案）について 

議案第１０号 桜川市立学校の学校医等の委嘱について 

議案第１１号 平成３０年度桜川市教育関係予算に関する意見

について 

議案第１２号 桃山学園設置に伴う関係条例の整備に関する条

例（案）に対する意見について 

議案第１３号 桜川市立学校給食センター条例の一部を改正す

る条例（案）に対する意見について 

その他の件で 

・次回教育委員会の開催日程について 

以上のような件で、協議していただきます。よろしくお願い

いたします。 

 

【３．議事録署名人の選任】 

 次に、本日の議事録署名人の選任に入ります。 

議事録署名人でございますが、小林源洋委員にお願いいたしま

す。 

 続きまして、梅井教育長から諸般の報告をお願いいたします。 

  

【４．教育長報告】 

 お手元の資料１月、２月のスケジュール表をご覧いただきま

して報告させていただきます。 

 資料により報告説明 

  

教育長報告の中で何かご質問等ございましたらお願いいたし

ます。 

はい、小林委員 
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小林委員 

 

 

 

梅井教育長 

 

小林委員 

 

梅井教育長 

 

 

 

小林委員 

 

 

 

古橋委員長 

 

 

 

古橋委員長 

 

 

 

永田南学校給食

センター所長 

 

古橋委員長 

 

 

全委員 

 

古橋委員長 

 

 

 

 区長会の集まり、新年の意見交換会とか、あったかと思うん

ですが、その時には、子ども達の学校の適正配置の話、話題と

かは、区長さんの中では、出たりはしないものなんですか。 

 

 出ないですね。今回は、懇親会という事なのでね。 

 

 区長さんはどうなのかな、と思ったもので。 

 

 区長さん、副区長さん、沢山いらっしゃったので、なかなか

そういう話にはならなかったですね。 

真壁地区だけですね。 

 

 気になっていたんで。子ども達より、保護者の意見もありま

すけど、やはり地域の方は、どう思っているのかなと、気にな

っているもんですから。 

 

 その他で、いかがですか。よろしいですか。 

ご意見がないようですので、議事に入ります。 

 

【５．議  事 】 

議案第７号 桜川市立学校給食センター管理規則の一部を改 

正する規則（案）について 

南学校給食センターより説明をお願いします。 

 

「議案第７号」について、資料により説明。 

 

  

 ご説明が有りましたが、ご意見等有りましたら、お願いいた

します。 

 

 異議なし。 

 

 ご異議ございませんので、議案第７号は、原案どおり決定い

たします。 

 次に、議案第８号 桜川市学校等給食費徴収規則の一部を改

正する規則（案）について 



5 

 

 

 

池田学校給食セ

ンター所長 

 

古橋委員長 

 

 

全委員 

 

古橋委員長 

 

 

 

 

 

田嶋教育指導課

長 

 

古橋委員長 

 

 

 

小林委員 

 

 

田嶋教育指導課

長 

 

 

 

小林委員 

 

古橋委員長 

 

全委員 

 学校給食センターより説明願います。 

 

「議案第８号」について、資料により説明。 

 

 

 只今、ご説明が有りましたが、何かご質問等ございましたら、

お願いいたします。 

 

 異議なし。 

 

 ご異議ございませんので、議案第８号は、原案どおり、決定

いたします。 

 次に、議案第９号 桜川市立学校管理規則の一部を改正する

規則（案）について 

 教育指導課より説明願います。 

 

「議案第９号」について、資料により説明。 

 

 

只今、ご説明が有りましたが、何かご質問等ございましたら、

お願いいたします。 

小林委員。 

 

 これは、小学校・中学校となっていますが、桃山学園はどう

するんですか。 

 

 桃山学園は、１月の時にすでに出させていただきました。 

様式は、１から９年で作ったものを、前回、出させていただき

まして、その時に中身についても、これと整合するように作成

させていただきました。 

 

 はい。すみません。 

 

 その他で、いかがでしょうか。大丈夫ですか。 

 

異議なし。 
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神野次長兼学校 

教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

古橋委員長 

 

 

小林委員 

 

 

 

古橋委員長 

 

小林委員 

 

古橋委員長 

 

梅井教育長 

 

 

 

 

 

 

 ご異議ございませんので、議案第９号は、原案どおり、決定

いたします。 

 次に、議案第１０号 桜川市立学校の学校医等の委嘱につい

て 

 学校教育課より説明願います。 

 

「議案第１０号」につて、資料により説明。 

 

 提案理由につきましては、平成３０年４月１日桃山学園設置

に伴いまして、新たに学校医等を委嘱する必要が出てきたこと。

また、今回、４名の先生方から退職届等がございましたので、

本議案において、ご審議をいただくものであります。なを、４

名の先生方の推薦につきましては、それぞれの会長様方に、依

頼をいたしまして、推薦をいただいた方々でございます。ご審

議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

はい、只今、ご説明が有りましたが、何かご質問等ございま

したら、お願いいたします。はい、小林委員。 

 

ちょっと分からないので、教えていただきたいのですが、学

校での薬剤師というのは、聞いたことがなかったのですが、薬

剤師の方というのは、何をやる方なのでしょうか。 

 

 どうして置いておくのか。という事でしょうか。 

 

 どこにでも、いるんですか。 

 

 どこの学校にもいますよ。 

 

 学校保健安全法という法律に基づいて、環境という意味では、

例えば CO2の濃度を測ってみたり、あるいは水道水とか、そう

いった、いろいろことを、薬剤師さんに、依頼している内容項

目が、この中にあるんですね。そういったことで、薬剤師さん

に、必ず学校の方に指定していただいて、配慮いただいていま

す。 

 健康診断でね、歯科検診とかのように、みえるものでは、無



7 

 

 

 

 

古橋委員長 

 

 

小林委員 

 

 

 

古橋委員長 

 

全委員 

 

古橋委員長 

 

 

 

 

 

神野次長兼学校

教育課長 

   

田嶋教育指導課

長 

 

酒寄生涯学習課

長 

 

神野次長兼学校

教育課長 

 

古橋委員長 

 

 

 

いのですので、なかなか気が付きにくいかと思うんですが、い

ろいろとご支援いただいております。 

 

 教育長さんより、明快なお答えがあったのですが、いかがで

しょうか。 

 

 学校保険委員会で保護者の集まりが、毎年有るのですが、そ

の時には、薬剤師の方は見かけないものですから。ちょっと気

になっていたものですから。有り難うございます。 

 

 その他でどうでしょう。 

 

 異議なし。 

 

ご異議ございませんので、議案第１０号は、原案どおり、決

定いたします。 

 続きまして、議案第１１号 平成３０年度桜川市教育関係予

算に関する意見について 

 それぞれ説明願います。学校教育課からお願いいたします。 

 

「議案第１１号」について、学校教育課分資料により説明 

 

 

「議案第１１号」について、教育指導課分資料により説明 

   

  

「議案第１１号」について、生涯学習課分資料により説明 

 

 

 委員長、とりあえず３課が終わりましたので、この時点で、

ご質問等をという形で、お願いしたいと思いますが。 

 

 はい、分かりました。では、これまでの各課からの説明に関

しまして、何かご質問、ご意見等有りましたら、お願いいたし

ます。はい、大島委員。 
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大島委員 

 

 

 

神野次長兼学校

教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

大島委員 

 

古橋委員長 

 

 

 

 

 

宮山教育部長 

 

 

 

 

 

 

古橋委員長 

 

宮山教育部長 

 

秋山委員 

 

宮山教育部長 

 

 次長さんにお聞きしますが、歳出の２番の事務局費の中で、

英会話費と言われたような気がするんですが、どのような事な

のでしょうか。 

 

 ICT を活用した、英会話交流事業の事で、よろしいでしょう

か。今年度から始まったんですけれども、フィリピン国のバコ

ール市バヤナン小学校というところと、今年は、英会話交流事

業という事で、始まった事業なんですけれども、これを、来年

度も引き続き、実施をしていくという事で、新たにまた、相手

国、交流する学校を見つけこることを、しなくてはならないの

で、実際にまた、フィリピンの方へ渡航し、現地でいろいろ調

整をする費用として、約３５０万円の予算になります。 

 

 有り難うございます。 

 

 関連で、私、質問してもいいでしょうか。 

そうすると、今交流している学校が有りますよね。岩瀬小の相

手校。じゃまた、別な学校と今度交流するんですか。今の話で

すと。 

 はい。宮山教育部長。 

 

 確かに、相手校が１校で、桜川市が２校という方法もあるん

ですが、日本の学校、相手の学校の交流する時間が、なかなか

一致する時間が少ししかないんですね。今現在行っているのは、 

日本の昼休みの時間に、班編成で交流をしていまが、１校だと

効率が悪いのでは無いかということで、３０年度はもう１校、

推薦していただいて、１対１の交流を考えています。 

 

 新たに違う学校と交流。岩瀬は継続していくということで。 

 

 はい。 

 

 岩瀬小学校だけという事なんですか。 

 

 今、現段階で交流しているのは、岩瀬小学校だけです。 

今年度も、機材整備の予算は、経常しております。 
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秋山委員 

 

 

 

宮山教育部長 

 

 

秋山委員 

 

古橋委員長 

 

大島委員 

 

 

 

 

 

宮山教育部長 

 

 

 

梅井教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 試験的にやっているという事ですか。それなら分かりますけ

ど。将来、どの学校にも平等にやらないと、一つだけでは意味

が無いのかなと。指導員も居るわけでしょうからね。 

 

 はい。英会話指導員という事で、予算、二人分という事で経

常しております。 

 

 分かりました。 

 

 その他で、いかがですか。はい、大島委員。 

 

 そうすると、例えば、次年度の予算の中で、市の特色ある教

育というのは、今のようなところに、重点を置くという考え方

で、よろしいんですか。予算の数字から見て、どういうと所に、

桜川市として、学校の特色を出していくのかなと、思ったもの

ですから。 

 

 英語でスカイプを活用して国際交流。英語に慣れ親しむ、基

礎を養っていく、それも一つの教育の特色ということで、進め

ています。 

 

 よろしいですか。大島委員さんのおっしゃっていることで、

ここに、予算的に上がって来ていないんですが。やはり小中一

貫型を、どう進めるかというのが、私、ここ４年目ですけれど

も、ずうっと、小小連携・小中連携を、本市は、徹底してやっ

ていこうという事で、やっています。同じ子どもが、違う小学

校の子ども達と、中学校で一緒になるんで、１年生～９年生、

中学３年生までの子ども達を、どういう考え方で育てていくん

だよ、というのを、小中同じ考えを持ってもらいたいと。そう

いう中で、中学校・小学校の目指す児童生徒像を、共通化して

います。同じ１５歳は、こういうふうにするんだぞ、という事

で、小学校・中学校共通の狙いをもって、じゃぁ小学校は、こ

こまで頑張ろうとゆう形で、やっています。 

 小中一貫教育という事で、施設分離型で、笠間の南小とか南

中とか。あるいは、水戸の国立の幼小中とか、やっていますけ

れども、本市としては施設分離一貫、まず今、各中学校区で、
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大島委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古橋委員長 

 

梅井教育長 

 

小小・小中をしっかりと、連携させていくよ、とがっちりと、

子ども達を、皆で見守って行くんだよ、ということは、もう地

道に各学校で、やってきていただいているんだなと、思ってい

ます。 

 夏季休業中は、各中学校区ごとに、小中一貫協議会という事

で、どういう風な生徒指導・学習指導やるのかという、共通認

識をもって、実践して、それに対して、どういう課題があるか

という事で、本年度も夏季休業中を中心に、やっているところ

です。 

あるいは、今年、小学校どうしで、一緒に宿泊学習に行くと

か、あるいは、一緒に修学旅行に行くとか、とにかく子ども達

の、いろんなギャップを無くしていきたいなと、しっかりと桜

川市でやって行きたいなと思っています。それを、指導課長と

も話したのですが、そろそろ、各中学校区に皆様に、お知らせ

する時期に、来ているのかなと、そういう形で、皆さんにお知

らせしながら、子ども達の育みというものを、皆さんに支えて

いただきたいなと、いうふうには思っています。 

 

 有り難うございます。 

小学校の方で国際交流英語指導という事で、英語が小学校の

方にも教科に入ってきたという事が、一つのきっかけになって、

先取り、素晴らしいことをしているなと、感じるんですが、中

学生は、はたしてどうなのかなぁという感じがしたんです。と

いうのは、２０２０年。大学の入試なんかも幾つか変わったな

かで、特に、一般会社で行っている、例えば、英検のようなも

のの、資格を持っていれば、英語の試験の一部を、配慮される

ような動きに、成りつつありますよね。 

というと、今の中学２年生あたりは該当してくるのかなと。

試験ばかりでなくても、将来に向けて、国際化というのを目指

すんであれば、そこにもちょっと、方向性を考えておいても良

いのかなという感じがしたものですから、お聞きしました。 

 

はい。教育長さん。 

 

 非常に、これほんとに、お金もありますけど、人的配置とい

う部分で、どういうふうに裏付けしていくのか、というところ
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大島委員 

 

古橋委員長 

 

が、難しいところなのかなと、思っています。おそらく教職員

の中で、そこまで支援できるのかというのは、定数の中では、

無理だと思っています。じゃぁ中学校どうするか、といいます

と、おそらく今、ALTを、どれだけ活用していけばいいのかと

いう事で、本市としては、予算化していただいて、この２年間

ですね、増額していただいています。ある ALTの会社に切り替

えています。これ素晴らしい会社です。ただしコストが掛かる

という事で、議会のご理解をいただきまして。今、非常に質の

高い ALTを格中学校、小学校に派遣していますので、この４月

から小学の３・４年生に、外国語活動が移行措置で入りますの

で、その辺の小学校の先生方が、どのように対応していくんだ

と、中学校が教科ですから、５・６年生も教科になってきて、

３・４年生が外国語活動、じゃそれに対して、どのような内容

でどのように対応していくのか。せんだっても、小学校の先生

方をお呼びして、ALTの会社との研修を行いました。今、かな

り ALTの質は高くなっています。今、大島委員さんが、おっし

ゃったように、やっぱり、外国語をしっかりと身につけさせて、

どこに行っても、引けを取らないような、本市の子ども達にし

たいなと、思っています。 

もう一本は、学校教育基本法の改正にもあったように、やっ

はり、元々住んでいる、桜川市に対する郷土の愛ですね。地域

を知っていただきたい、という事ですね。地域をしっかり学ん

だうえで、それが無いと。外国語はあくまでも、手段だと思う

んで、コンテンツはなんだ、と言ったら、我が郷土で有り、我

が町を知っているかどうか、っていう、これを相手に、英語を

使って表現できたら、最高だと思います。外国に行くと、みな

さん、我が町、我が市の自慢をしたり、お互い話しているんで。

中身と、そして外国語という手段を、上手くかみ合わせて、子

ども達が、巣立っていけるようにしたいなと、思っています。

なかなかうまく、形にはなっていないかもしれませんが、いろ

いろとご支援いただければ、有りがたいと思っています。 

 

 有り難うございます。 

 

 その他でいかがでしょうか。 

じゃぁ、私の方から一つよろしいでしょうか。 
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神野次長兼学校

教育課長 

 

 

 

 

 

古橋委員長 

 

 

 

小林委員 

 

 

 

 

 

神野次長兼学校

教育課長 

 

 

宮山教育部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

古橋委員長 

小中学校費という関連で、３０年度の予算で、学校教育課も頑

張ってくれていると思うんですが、それがここの所に反映して

いますよ、というのを、聞かせていただきたいなと思うんです

が、いかがでしょうか。 

 

 やはりあの、絶対に修繕が必要なものは、何があても優先的

に修繕していく必要があります。とにかく安全、安心を確保す

る為に常に考えております。予算については、状況を見ながら、

各学校に均等にある程度割り振って修繕しております。 

 今回については、特に桃山学園の、旧桃山中学校の改修とい

う事で、新たに入っております。 

  

 じゃぁ、緊急の度合いによって、臨時に対応を考えていると

いう事ですね。 

はい、小林委員。 

 

 保護者的な立場で。この管理費か何かで、光熱費なんですが

今度は、桃山学園は、エアコンが付くという話を、聞いている

んですが、やはり他校と比べると、エアコンがつかっている分

光熱費というのは掛かっていきますよね。予算も余計に見てあ

るのですか。 

 

 新たに、義務教育学校費というのが、設けてありますけれど

も、おそらく最新の空調関係なので、省エネの設備で有ると聞

いております。 

  

 それについて。光熱水費についてで、ございますが、予算編

成にあたって、小中学校の光熱水費については、前年に倣って、

前年の実績に応じて、予算を経常しています。今回、桃山学園

については、新しい校舎でもありますし、我々では、予算上、

試算することが難しいので、設計業者に光熱水費の見積もりを

依頼しまして、今回桃山学園では、電気量・水道料で１，４０

０万という試算をしていただいて、今回の予算を経常しました。

要は、前期課程の２校分ですのでね。 

 

 ご苦労がいろいろと、されていると思うんですが、子ども達
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宮山教育部長 

 

 

 

古橋委員長 

 

 

 

 

 

古橋委員長 

 

 

 

仁平スポーツ振

興課長 

 

池田学校給食セ

ンター所長 

 

永田南学校給食

センター所長 

 

金井田まかべ幼

稚園長 

 

古橋委員長 

 

 

秋山委員 

 

 

仁平スポーツ振

のためですのでね。その他いかがでしょうか。 

はい、宮山部長。 

 

 先ほどの、次長の方からの、説明の補足ですが、南給食セン

ターの解体工事費を、学校教育課の方で予算化しました。３０

年度執行する予定でいます 

 

 よろしいでしようか。 

長くなりましたので、この辺で休憩をはさみまして、４時開

始という事でいかがでしょうか。 

  

       休    憩 

 

 では、再開いたします。 

引き続きまして、議案第１１号から後の分の説明をお願いいた

します。 

 

「議案第１１号」について、スポーツ振興課分資料により説明 

 

 

「議案第１１号」について、学校給食センター分資料により説

明 

 

「議案第１１号」について、南学校給食センター分資料により

説明 

 

「議案第１１号」について、まかべ幼稚園分資料により説明 

 

 

 はい。今、課長さん方から説明が有りましたが、この件に関

して何かご意見ご質問有りましたら、お願いいたします。 

  

 国体の会場になる話は、スポーツ振興課の方には、まだない

のですか。市ではかかわっていかないのですか。 

 

 国体に関しては、エアーライフルは射撃場で。ラスカは高校
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興課長 

 

 

古橋委員長 

 

 

 

 

全委員 

 

古橋委員長 

 

 

 

 

 

神野次長兼学校

教育課長 

 

 

 

 

古橋委員長 

 

 

神野次長兼学校

教育課長 

 

古橋委員長 

 

 

 

 

 

 

 

生が対象となる、光線銃の会場になります。国体関係は企画課

に国体準備室というのが有りますので。 

 

 その他でいかがでしょうか。よろしいでしょうか。では採決

に入ります。議案第１１号 平成３０年桜川市教育関係予算に

関する意見について、原案どおりとすることに、ご異議ござい

ませんか。 

 

 異議なし。 

 

 ご異議ございませんので、議案第１１号は、原案どおりとい

たします。 

次に、議案第１２号 桃山学園設置に伴う関係条例の整備に

関する条例（案）に対する意見について、学校教育課より説明

願います。 

 

「議案第１２号」について、資料により説明   

  

 この案件につきましては、先月、１月の定例会の、その他の

件で、ご説明させていただきまして、今回、議案として提案さ

せていただいたものです。 

 

 はい。条例の整備という事で、第３条、４条、５条が教育委

員会関連という事でしょうか。 

 

 ２６ページの１０条の、温水プールがスポーツ振興課関連に

なります。 

 

 そうしますと、４つてすね。桃山学園開設による、文言の変

更という事ですね。この件に関しまして、何かご意見ございま

したら、ご発言お願いいたします。 

よろしいでしょうか。では、採決に入ります。議案第１２ 桃

山学園設置に伴う関係条例の整備に関する条例（案）に対する

意見について、原案どおりとすることに、ご異議ございません

か。 
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全委員 

 

古橋委員長 

 

 

 

 

 

永田南学校給食

センター所長 

 

 

 

 

古橋委員長 

 

 

 

 

 

 

全委員 

 

古橋委員長 

 

 

 

 

 

神野次長兼学校

教育課長 

 

 

 

 

 

 異議なし。 

 

ご異議ございませんので、議案第１２号は、原案どおりとい

たします。 

 最後の案件になります。議案第１３号 桜川市立学校給食セ

ンター条例の一部を改正する条例（案）に対する意見について

南学校給食センターより説明願います。 

 

「議案第１３号」について 資料により説明 

 

 先月の定例会のその他の件で、ご説明させていただいた、案

件でございます。今年３月３１日をもちまして、南学校給食セ

ンターが廃止になることによる、条例改正でございます。 

 

はい、只今、説明がありましたが、この件に関しまして、ご

意見等ございませんか。 

よろしいでしょうか。では、採決に入ります。議案第１３ 桜

川市立学校給食センター条例の一部を改正する条例（案）に対

する意見について、原案どおりとすることに、ご異議ございま

せんか。 

 

 異議なし。 

 

 ご異議ございませんので、議案第１３号は、原案どおりと

いたします。 

 その他、何かありますか。ないようですので、その他に入り

ます。 

 

 【６．そ の 他】 

・次回教育委員会の開催日時について 

（日 程 調 整） 

・臨時教育委員会の開催日時について 

・桃山中閉校式・お別れ会について 

・真壁小閉校式・お別れ会について 

・紫尾小閉校式・お別れ会について 

・桃山学園竣工式・開校式について 
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古橋委員長 

 

 

古橋委員長 

・卒業式・入学式について 

・桃山学園の運動会について 

  

 次回、第３回教育委員会定例会の開催を、３月２０日（火）

午後２時３０分から真壁庁舎といたします 

 

 【７．閉会】 

 以上をもちまして、本日の定例会を閉会といたします。 

 

 午後４時５０分閉会を宣す。 

 

 この会議の正なることを証します。 

 

 

           平成３０年  月  日 

 

 

 

         教育委員長 

 

 

 

 

 

         議事録署名人 

           教育委員  
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